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　若者の採用・育成に積極的で、若者の雇用管理の状況などが優良な中小
企業（常時雇用する労働者が300人以下の事業主）を、若者雇用促進法に
基づき厚生労働大臣が「ユースエール認定企業」として認定しています。
　認定した企業の情報発信を後押しすることなどで、企業が求める人材の
円滑な採用を支援し、求職中の若者とのマッチング向上を図ります。

厚生労働省・都道府県労働局・ハローワーク

若者の採用・育成に積極的な中小企業の皆さまへ

Ａ

１  ハローワークなどで
 重点的ＰＲを実施

「わかものハローワーク」や「新卒応援ハローワーク」などの支援拠点で　 
認定企業を積極的にＰＲすることで、若者からの応募増が期待できます。　　
また、厚生労働省が運営する、若者の採用・育成に積極的な企業などに
関するポータルサイト「若者雇用促進総合サイト」などにも認定企業として
企業情報を掲載しますので、貴社の魅力を広くアピールすることができます。

2 認定企業限定の就職面接会 
などへの参加が可能

各都道府県労働局・ハローワークが開催する就職面接会などについて
積極的にご案内しますので、正社員就職を希望する若者などの求職者
と接する機会が増え、より適した人材の採用を期待できます。

3
 自社の商品、広告などに
 認定マークの使用が可能
 

認定企業は、ユースエール認定マーク（右）を、商品や広告
などに付けることができます。認定マークを使用することに
より、ユースエール認定を受けた優良企業であるということ
を対外的にアピールすることができます。
　　

４ 日本政策金融公庫による
融資制度

株式会社日本政策金融公庫（中小企業事業・国民生活事業）において実施し
ている「働き方改革推進支援資金（企業活力強化貸付）」を利用する際、基
準利率から－0.65％での融資を受けることができます。
　※ 基準利率は、令和４年３月１日現在（期間5年以内）
　　 中小企業事業1.07％、国民生活事業1.82％です。
　※ 貸付期間、担保の有無などに応じて異なる利率が適用されます。
　※ 働き方改革推進支援資金（企業活力強化貸付）の詳細は、以下のＵＲＬをご覧ください。
　　 　https://www.jfc.go.jp/n/finance/search/hatarakikata_m.html

５ 公共調達における加点評価

公共調達のうち、価格以外の要素を評価する調達（総合評価落札方式・企画
競争方式）を行う場合は、契約内容に応じて、ユースエール認定企業を加点
評価するよう、国が定める「女性の活躍推進に向けた公共調達及び補助金の
活用に関する取組指針」において示されています。
　※ 加点評価の詳細は、公共調達を行う行政機関によって定められています。

LL040331開若03

ユースエール認定企業になると、以下の支援を受けることができるようになり、
企業のイメージアップや優秀な人材の確保などが期待されます。

Ｑ「ユースエール認定企業」として認定を受けると、どんなメリットがありますか︖　

ご存じですか︖
｢ユースエール認定制度｣

＜認定マーク＞
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１ 学卒求人※１など、若者対象の正社員※２の求人申込みまたは募集を行っていること

２ 若者の採用や人材育成に積極的に取り組む企業であること

３ 右の要件をすべて
満たしていること

・「人材育成方針」と「教育訓練計画」を策定していること

・直近３事業年度の新卒者などの正社員として就職した人の離職率が20％以下※３

・前事業年度の正社員の月平均所定外労働時間が20時間以下かつ、月平均の法定時間外労
働60時間以上の正社員が１人もいないこと

・前事業年度の正社員の有給休暇の年間付与日数に対する取得率が平均70％以上又は年間
取得日数が平均10日以上※４

・直近３事業年度で男性労働者の育児休業等取得者が１人以上又は女性労働者の育児休業等
取得率が75％以上※５

４
右の青少年雇用情報
について公表してい
ること

・直近3事業年度の新卒者などの採用者数・離職者数、男女別採用者数、平均継続勤務年数

・研修内容、メンター制度の有無、自己啓発支援・キャリアコンサルティング制度・社内検
定等の制度の有無とその内容

・前事業年度の月平均の所定外労働時間、有給休暇の平均取得日数、育児休業の取得対象者
数・取得者数（男女別）、役員・管理職の女性割合

５ 過去３年間に認定企業の取消を受けていないこと

６ 過去３年間に認定基準を満たさなくなったことによって認定を辞退していないこと※６

７ 過去３年間に新規学卒者の採用内定取消しを行っていないこと

８ 過去１年間に事業主都合による解雇または退職勧奨を行っていないこと※７

９ 暴力団関係事業主でないこと

10 風俗営業等関係事業主でないこと

11 各種助成金の不支給措置を受けていないこと

12 重大な労働関係等法令違反を行っていないこと　

【 認定基準 】

認定企業となるためには、各都道府県労働局へ申請が必要です。上記の認定基準を満たし
ていることを確認した後、各都道府県労働局から認定通知書を交付します。
※申請書などの提出は、ハローワークを経由して行うことができる場合があります。また、認定基準を満たしてい
るかどうかを確認するための書類をご提出いただきます。詳細は、各都道府県労働局へお問い合わせください。

Ａ

Ｑ 認定企業になるには、どうすればよいですか︖

※１  少なくとも卒業後３年以内の既卒者が応募可であることが必要です。
※２ 正社員とは、直接雇用であり、期間の定めがなく、社内の他の雇用形態の労働者（役員を除く）に比べて高い責任を負いな

がら業務に従事する労働者をいい、派遣契約で業務に従事する者は除きます。
※３ 直近３事業年度の採用者数が３人または４人の場合は、離職者数が１人以下であれば、可とします。
※４ 有給休暇に準ずる休暇として、企業の就業規則等に規定する、有給である、毎年全員に付与する、という３つの条件を満た

す休暇について、労働者１人あたり５日を上限として加算することができます。
※５ 男女ともに育児休業などの取得対象者がいない場合は、育休制度が定められていれば可とします。また、「くるみん認定」 

(子育てサポート企業として厚生労働省が定める一定の基準を満たした企業)を取得している企業については、くるみんの認
定を受けた年度を含む３年度間はこの要件を不問とします。

※６ ３、４の基準を満たさずに辞退した場合、再度基準を満たせば辞退の日から３年以内であっても再申請が可能です。
※７ 離職理由に虚偽があることが判明した場合(実際は事業主都合であるにもかかわらず自己都合であるなど)は取り消します。

　本リーフレットの内容について詳しくは、都道府県労働局、ハローワークへお問い合わせください。
（融資制度の詳細は、株式会社日本政策金融公庫へお問い合わせください）

電子申請も利用できます︕

ユースエールの認定申請は、持参又は郵送によるほか、e-Govポータルサイトから、電子申請
の利用が可能です。ぜひご利用ください。（https://shinsei.e-gov.go.jp/）
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厚生労働省・都道府県労働局・ハローワーク

事業主・職業紹介事業者等の皆さまへ

　　新規学校卒業段階でのミスマッチによる早期離職を解消し、若者が充実した職業人生を歩んでい
くため、労働条件を的確に伝えることに加えて、若者雇用促進法では、平均勤続年数や研修の有無及
び内容といった就労実態等の職場情報も併せて提供することとなっています。企業にとっても、採用
・広報活動を通じて詳しい情報を提供することによって、求める人材の円滑な採用が期待できます。

新卒者等（※）であることを条件とした募集・求人申込みを行う場
合に、情報提供が必要です。

企
業

幅広い職場情報の提供　　
＜努力義務＞

ハローワーク等

■ 応募者等や、求人申込みをしたハローワーク、特定地方公共団体や職業紹介事業者（職業紹介
事業者としての学校を含む）または求人の紹介を受けた者等から求めがあった場合は、次ペー
ジの（ア）～（ウ）の３類型それぞれについて１つ以上の情報提供が義務となります。

　

※新卒者等の範囲は以下のとおりです。
　ただし当該募集・求人の対象外となっている場合は、情報提供の求めを行うことができません。
①　学校（小学校及び幼稚園を除く）、専修学校、各種学校、外国の教育施設に在学する者で、卒業することが見込まれる者
②　公共職業能力開発施設や職業能力開発総合大学校の職業訓練を受ける者で、修了することが見込まれる者
③　上記①、②の卒業者及び修了者

情報提供の仕組み

新卒者等

■ 幅広い職場情報の提供が努力義務となります。

指針(Ｐ４参照)において、情報提供項目(裏面参照)の全てについて、ホームページでの公表、会社説明会で
の情報提供、求人票への記載などにより、積極的に情報提供を行うことが望ましいと定められています。

企
業

３類型それぞれに１つ以上の情報提供<義務>

ハローワーク等

求人の紹介
を受けた者
または
受けようと
する者

求め

求め

情報提供求め

応募者または
応募しようとする者

３類型それぞれに１つ以上の情報提供<義務>

３類型それぞれに１つ以上の情報提供<義務>

LL040331開若01
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厚生労働省・都道府県労働局・ハローワーク

事業主・職業紹介事業者等の皆さまへ

　　新規学校卒業段階でのミスマッチによる早期離職を解消し、若者が充実した職業人生を歩んでい
くため、労働条件を的確に伝えることに加えて、若者雇用促進法では、平均勤続年数や研修の有無及
び内容といった就労実態等の職場情報も併せて提供することとなっています。企業にとっても、採用
・広報活動を通じて詳しい情報を提供することによって、求める人材の円滑な採用が期待できます。

新卒者等（※）であることを条件とした募集・求人申込みを行う場
合に、情報提供が必要です。

企
業

幅広い職場情報の提供　　
＜努力義務＞

ハローワーク等

■ 応募者等や、求人申込みをしたハローワーク、特定地方公共団体や職業紹介事業者（職業紹介
事業者としての学校を含む）または求人の紹介を受けた者等から求めがあった場合は、次ペー
ジの（ア）～（ウ）の３類型それぞれについて１つ以上の情報提供が義務となります。

　

※新卒者等の範囲は以下のとおりです。
　ただし当該募集・求人の対象外となっている場合は、情報提供の求めを行うことができません。
①　学校（小学校及び幼稚園を除く）、専修学校、各種学校、外国の教育施設に在学する者で、卒業することが見込まれる者
②　公共職業能力開発施設や職業能力開発総合大学校の職業訓練を受ける者で、修了することが見込まれる者
③　上記①、②の卒業者及び修了者

情報提供の仕組み

新卒者等

■ 幅広い職場情報の提供が努力義務となります。

指針(Ｐ４参照)において、情報提供項目(裏面参照)の全てについて、ホームページでの公表、会社説明会で
の情報提供、求人票への記載などにより、積極的に情報提供を行うことが望ましいと定められています。

企
業

３類型それぞれに１つ以上の情報提供<義務>

ハローワーク等

求人の紹介
を受けた者
または
受けようと
する者

求め

求め

情報提供求め

応募者または
応募しようとする者

３類型それぞれに１つ以上の情報提供<義務>

３類型それぞれに１つ以上の情報提供<義務>
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※１　制度として就業規則等に規定されているものでなくても、継続的に実施していて、そのことが
従業員に周知されていれば、「有」として構いません。

※２　研修の内容は、具体的な対象者や内容を示してください。
※３　業界団体等が実施する検定を活用する場合も「有」として構いません。

１．企業全体の雇用形態別（※）の情報を提供してください。また、採用区分や
事業所別などの詳細情報についても、追加情報として提供することが望まれ
ます。　
※いわゆる正社員として募集・求人申込みを行う場合は、正社員である労働者に関する情報を提供してく
ださい。また、期間雇用者や派遣労働者等、いわゆる正社員以外の雇用形態で募集・求人申込みを行う
場合は、正社員以外の直接雇用の労働者全てに関する情報を提供してください。

※（ウ）「役員に占める女性割合及び管理的地位にある者に占める女性割合」については、募集・求人申
込みを行う雇用形態に関わらず、企業に雇用される全ての労働者に関する情報としてください。

２．企業グループ全体として募集・求人申込みを行い、グループ傘下の各企業に
配属する採用形態の場合は、配属の可能性のある企業それぞれについての情
報を提供してください。

３．海外支店等に勤務している労働者については除外した情報としてください。

４．最新の情報を提供してください。

情報提供における留意事項

情報提供項目　

１  募集・採用に関する
情報

①過去３年度の新卒採用者数・離職者数、②過去３年度の新卒採用者数の男女
別人数、③平均継続勤務年数
※参考値として、可能であれば平均年齢についても情報提供してください。

２  職業能力の開発・向
上に関する取組の状
況※１

①研修の有無及び内容※２、②自己啓発支援の有無及び内容、③メンター制度の
有無、④キャリアコンサルティング制度の有無及び内容、⑤社内検定等の制度
の有無及び内容※３

３  職場への定着の促進
に関する取組の実施
状況

①前年度の月平均所定外労働時間、②前年度の有給休暇の平均取得日数、③前
年度の育児休業取得対象者数・取得者数（男女別）、④役員及び管理的地位に
ある者に占める女性の割合

職場情報提供のメリット
職場情報を提供することで、次のようなメリットが期待されます︕

就職後の働き方に対するイメージがより具体的に
湧くことで、新規学卒者等の応募意欲が高まり、
求人への応募数が増加します。

新規学卒者等の応募意欲

職場情報を事前に把握した上での入社が可能とな
ることで、ミスマッチによる早期離職を防ぐこと
ができ、入社後の定着率向上につながります。

入社後の職場定着

企業情報の「見える化」が図られることで、透明
性が高い企業との評価が得られ、企業イメージが
向上します。

信用力、企業イメージ
従業員が自社の情報を客観的に確認することがで
きることで、従業員のワーク・ライフ・バランス
意識が向上します。

ワーク・ライフ・バランスの意識
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【応募者や応募しようとする者の場合】
　応募者や応募しようとする者が、メールまたは書面等により以下の事項を企業に対して伝える
ことで「求め」となります（※） 。

①　氏名
②　連絡先（住所またはメールアドレス）
③　所属学校名、在学年または卒業年月
④　情報提供を希望する旨
※　説明会や面接等のほか、事前に企業へ提出している履歴書等により本人確認を行うことができる場合等においては、

口頭（電話も含む）により情報提供の求めを行うこともできます。
この場合は、企業からの情報提供についても口頭により行うことができます。

【ハローワーク、特定地方公共団体や職業紹介事業者の場合】
ハローワーク、特定地方公共団体や職業紹介事業者（学校を含む。以下同じ。）は、上記④の
みを求人者に伝えることで「求め」となります。
※　ハローワークでは求人受理に際し、求人申込書に「青少年雇用情報欄」を設け求人者に情報提供を求めるこ

ととしています。また、職業紹介事業者等には「青少年雇用情報シート」を活用いただくよう推奨していま
す。

※　求人申込書の具体的な書き方については、「求人申込書の書き方のポイント」のリーフレットをご覧くださ
い。

以下の方法により情報提供を行ってください。
①　ホームページでの公表、会社説明会での提供、求人票への記載などによる、自主的・積極的

な情報提供
②　応募者等から個別の求めがあった場合は、メールまたは書面による情報提供
※　①によりホームページに掲載している場合は、情報そのものの提供に代えて、掲載箇所を示すことでも構いません。

就職情報サイト経由や企業の採用ホームページ等で、いわゆるプレエントリー（正式
な応募の前段階において、採用情報の提供や資料請求を目的として、特定の企業に対
して氏名、学校名、連絡先等を登録すること）をした場合も「求め」となります。

「求め」を行ったことを理由として不利益な取扱いをしてはなりません。

【典型的な不利益取り扱いの例】　
　 情報提供を求めた者に対してのみ、説明会等の採用選考に関する情報を提供しないこと。

【不利益取扱いを疑われるおそれがあるため、行わないことが望ましい例】
　 説明会において、情報提供を求める行為をマイナスに評価している言動を行うこと。
・面接において、当該応募者が情報提供を求めた事実に触れること。

　全ての青少年雇用情報をあらかじめ公表できない場合でも、採用・広報活動におけるトラブル防止のため、ホームページに「情報提供を求めたことにより、採用選考過程において不利
に取り扱われることはありません」と記載する等、明確に発信することが望まれます。

情報提供の方法

情報提供が義務となる「求め」の方法
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【応募者や応募しようとする者の場合】
　応募者や応募しようとする者が、メールまたは書面等により以下の事項を企業に対して伝える
ことで「求め」となります（※） 。

①　氏名
②　連絡先（住所またはメールアドレス）
③　所属学校名、在学年または卒業年月
④　情報提供を希望する旨
※　説明会や面接等のほか、事前に企業へ提出している履歴書等により本人確認を行うことができる場合等においては、

口頭（電話も含む）により情報提供の求めを行うこともできます。
この場合は、企業からの情報提供についても口頭により行うことができます。

【ハローワーク、特定地方公共団体や職業紹介事業者の場合】
ハローワーク、特定地方公共団体や職業紹介事業者（学校を含む。以下同じ。）は、上記④の
みを求人者に伝えることで「求め」となります。
※　ハローワークでは求人受理に際し、求人申込書に「青少年雇用情報欄」を設け求人者に情報提供を求めるこ

ととしています。また、職業紹介事業者等には「青少年雇用情報シート」を活用いただくよう推奨していま
す。

※　求人申込書の具体的な書き方については、「求人申込書の書き方のポイント」のリーフレットをご覧くださ
い。

以下の方法により情報提供を行ってください。
①　ホームページでの公表、会社説明会での提供、求人票への記載などによる、自主的・積極的

な情報提供
②　応募者等から個別の求めがあった場合は、メールまたは書面による情報提供
※　①によりホームページに掲載している場合は、情報そのものの提供に代えて、掲載箇所を示すことでも構いません。

就職情報サイト経由や企業の採用ホームページ等で、いわゆるプレエントリー（正式
な応募の前段階において、採用情報の提供や資料請求を目的として、特定の企業に対
して氏名、学校名、連絡先等を登録すること）をした場合も「求め」となります。

「求め」を行ったことを理由として不利益な取扱いをしてはなりません。

【典型的な不利益取り扱いの例】　
　 情報提供を求めた者に対してのみ、説明会等の採用選考に関する情報を提供しないこと。

【不利益取扱いを疑われるおそれがあるため、行わないことが望ましい例】
　 説明会において、情報提供を求める行為をマイナスに評価している言動を行うこと。
・面接において、当該応募者が情報提供を求めた事実に触れること。

　全ての青少年雇用情報をあらかじめ公表できない場合でも、採用・広報活動におけるトラブル防止のため、ホームページに「情報提供を求めたことにより、採用選考過程において不利
に取り扱われることはありません」と記載する等、明確に発信することが望まれます。

情報提供の方法

情報提供が義務となる「求め」の方法

詳しくは、都道府県労働局またはハローワークへお問い合わせください。
また、この制度に関してご相談がある場合は、最寄りのハローワークへご連絡ください。

＜参考＞
「青少年の雇用機会の確保及び職場への定着に関して事業主、特定地方公共団体、　
職業紹介事業者等その他の関係者が適切に対処するための指針」における関連規定

 
事業主等が青少年の募集及び採用に当たって講ずべき措置として、指針に以下が規定されてい
ますので、指針に沿った適切な対応を行ってください。

＜事業主等が青少年の募集及び採用に当たって講ずべき措置（指針第二の二）＞
（一）ホームページ等での公表、会社説明会での提供又は求人票への記載等により、青少年の雇

用の促進等に関する法律施行規則第三条第一項各号に掲げる事項の全て※について情報提
供することが望ましいこと。

（二）新卒者等が具体的な項目の情報提供を求めた場合には、特段の事情がない限り、当該項目
を情報提供することが望ましいこと。

（三）情報提供の求めを行った新卒者等に対して、当該求めを行ったことを理由とする不利益な
取扱いをしないこと。

（四）情報提供の求めに備え、あらかじめ提供する情報を整備しておくことが望ましいこと。
また、その求めがあった場合には、速やかな情報提供に努めること。

　※「青少年雇用情報の全ての項目」のこと。以下同じ。

＜特定地方公共団体及び職業紹介事業者等が青少年の雇用機会の確保及び職場へ
の定着促進のために講ずべき措置（指針第四の四）＞

（一）特定地方公共団体及び職業紹介事業者は、新卒者等求人の申込みを受理する際に、求人
者に青少年雇用情報の提供を求めるとともに、施行規則第三条第一項各号に掲げる事項
の全てを提供するよう働きかけ、新卒者等に対する職業紹介に活用することが望ましい
こと。また、特定地方公共団体及び職業紹介事業者は、就職支援サイトを運営する場合
は、事業主の青少年雇用情報について、可能な限り同項各号に掲げる事項の全てが掲載
されるように取り組むこと。
求人の申込みを受理する段階で提供がなされていない青少年雇用情報について、新卒者
等から特定地方公共団体又は職業紹介事業者に対して個別に照会があった場合は、特定
地方公共団体又は職業紹介事業者から求人者に対して当該照会に係る青少年雇用情報の
提供を求めることが望ましいこと。この場合において、当該照会を行った新卒者等に関
する情報を求人者に明示する必要はないことに留意すること。

（二）募集情報等提供事業者は、自らの運営する就職支援サイトに、新卒者等募集を行う事業
主の青少年雇用情報について、可能な限り施行規則第三条第一項各号に掲げる事項の全
てが掲載されるように取り組むこと。
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その上で、応募者の適性・能力は、表面上だけで判断せず、潜在的な能力や採用後の教育訓練によ

る可能性も積極的に見いだすような配慮が大切です。

p.100

能力のみ

能力のみ

能力のみ
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その上で、応募者の適性・能力は、表面上だけで判断せず、潜在的な能力や採用後の教育訓練によ

る可能性も積極的に見いだすような配慮が大切です。

p.100

能力のみ

能力のみ

能力のみ

71p.

健康診断の必要性を慎重に検討することなく、採用選考時に一律に健康診断を実施したり、健康診断

書の提出を求めることは、応募者の適性と能力を判断する上で必要のない事項を把握する可能性があ

り、結果として就職差別につながるおそれがあります。また、健康診断を実施しなくても、既往症等につい

て、面接時に質問したり、応募書類等で確認することも、同じく就職差別につながるおそれがあります。特

に、採用選考時の「血液検査」や「色覚検査」等の健康診断については、応募者の適性と能力を判断す

る上で真に必要かどうか慎重に検討していただき、職務遂行能力の有無の判断に必要不可欠である場

合以外は実施しないようにしてください。

や「厚生労働省履歴高等学校

知識や ・

書様式例」
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場においてこれらの偏見を排するよう、正しい知識の普及・周知徹底に取り組んでいます。ウイルス性肝

炎は、通常の業務において労働者が感染したり、感染者が他の労働者に感染させることは考えられず、

また多くの場合肝機能が正常である状態が続くことから、基本的に就業に当たっての問題はありません。

 採用選考時に「血液検査」等の健康診断を実施することは、結果としてこれらの方々に対する就職差別

につながるおそれがあり、職務内容との関連でその必要性を慎重に検討することが求められます。

一方、労働安全衛生規則第43条では事業者に対し、労働者を雇入れた時には、当該労働者への健康
診断の実施を義務付けています。但し、当該労働者が健康診断後、３か月を経過しない健康診断書を提
出した場合は、同条に定める診断項目については、その限りではない旨が定められています。

みなすことが
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場においてこれらの偏見を排するよう、正しい知識の普及・周知徹底に取り組んでいます。ウイルス性肝

炎は、通常の業務において労働者が感染したり、感染者が他の労働者に感染させることは考えられず、

また多くの場合肝機能が正常である状態が続くことから、基本的に就業に当たっての問題はありません。

 採用選考時に「血液検査」等の健康診断を実施することは、結果としてこれらの方々に対する就職差別

につながるおそれがあり、職務内容との関連でその必要性を慎重に検討することが求められます。

一方、労働安全衛生規則第43条では事業者に対し、労働者を雇入れた時には、当該労働者への健康
診断の実施を義務付けています。但し、当該労働者が健康診断後、３か月を経過しない健康診断書を提
出した場合は、同条に定める診断項目については、その限りではない旨が定められています。

みなすことが

います。他府県からの応募書類については、厚生労働省、文部科学省協議のもとに全国的に決められた

「職業相談票[乙］」を使用しています。)

　なお、応募書類から本人の適性・能力に関する項目以外をなくすという趣旨に沿って、「本籍」「保護者」「性

別」欄等の削除等がなされた様式を使用しております。削除された項目について「書かせたり」「質問したり」

することのないようお願いします。

p.73

p.73〜74

現在の

会議中学校・高等学校・他府県関係専門委員会

「性別」

（p.73）

（p.73、74）
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「国籍・本籍・出生地・帰省先・小中学校名」

略図・最寄り駅」

「愛読書」

偏見

〈参考〉一般求職者

履歴書〔参考例〕(p.75)、

住宅

住宅

社用紙(企業独自作成の履歴書等)やインターネット求人で見られるエントリーシート、さらには面接時の事

前アンケート用紙などにおいて、本籍・出生地、家族状況、住宅状況等や思想、生活信条、宗教等の就職差別に

つながるおそれのある質問項目が設けられている問題事象例が数多く報告されています。

これらの項目を記入させるほか、戸籍謄（抄）本等の提出を求めるなどにより、把握しようとすることは、決し

て行わないようにしてください。

(p.75)

や

それのある質問事項が含まれている会社独自の履歴書（社用紙）は、絶対に作成・使用しないようにしてく

ださい。

以来、大正、昭和、平成

一般求職者の応募に当たっては、「厚生労働省履歴書様式例」(p.76)の使用を推奨しています。雇用

主が独自で応募書類やエントリーシートを作成する場合は、就職差別につながるおそれのある事項を含

めないよう留意が必要です。

応募書類
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「国籍・本籍・出生地・帰省先・小中学校名」

略図・最寄り駅」

「愛読書」

偏見

〈参考〉一般求職者

履歴書〔参考例〕(p.75)、

住宅

住宅

社用紙(企業独自作成の履歴書等)やインターネット求人で見られるエントリーシート、さらには面接時の事

前アンケート用紙などにおいて、本籍・出生地、家族状況、住宅状況等や思想、生活信条、宗教等の就職差別に

つながるおそれのある質問項目が設けられている問題事象例が数多く報告されています。

これらの項目を記入させるほか、戸籍謄（抄）本等の提出を求めるなどにより、把握しようとすることは、決し

て行わないようにしてください。

(p.75)

や

それのある質問事項が含まれている会社独自の履歴書（社用紙）は、絶対に作成・使用しないようにしてく

ださい。

以来、大正、昭和、平成

一般求職者の応募に当たっては、「厚生労働省履歴書様式例」(p.76)の使用を推奨しています。雇用

主が独自で応募書類やエントリーシートを作成する場合は、就職差別につながるおそれのある事項を含

めないよう留意が必要です。

応募書類

また、当様式については令和 5年度に改訂される予定です。
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履　　 歴 　　書

年　　月　　日　 現在
性　別

電話番号

電話番号

（　　）

（　　）

ふりがな

ふりがな

ふりがな

氏　名

生年月日

現 住 所

年　  　月 　　  日（満　　歳）

〒

〒 （現住所以外に連絡を希望する場合のみ記入）

年 号 年 月

（注）黒インクまたは青インク、楷書、算用数字を使用

学　　歴　　・　　職　　歴

写真をはる位置
（30㎜×40㎜）

連 絡 先

大阪府立高等職業技術専門校等統一様式

      

                         

      

   

                     

      

            TEL                 

      

                  

           TEL                 

    

    

    

1. 

2. 

3.
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厚生労働省履歴書様式例
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厚生労働省履歴書様式例

口　学科試験(作文を含む)は、職務遂行に必要な知識を持っているかどうか判断するために実施

しているか

□　作文のテーマとして、「私の生い立ち」「私の家族」等本人の家庭環境に関するものや、「尊敬

する人物」等思想・信条等を推測するようなものを課していないか

（1） 採用後の職務との関連を重視した試験

採用選考試験における学科試験の内容には、採用後の職務遂行と何の関係があるのか疑問に思われる例

が見受けられます。入学試験と採用試験との相違を認識し、職務との関連を重視して実施してください。

選考試験におけるペーパーテストの結果と、採用後の能力発揮との相関関係についても十分検討し、正し

い採用選考結果が得られるように努めてください。

（2） 作文

作文は、与えられたテーマのねらいや意図をよく理解したうえで書いているか、誤字や脱字は多くないか

などをみることで、職務の遂行に当たり必要な知識や理解力・注意力を有しているかどうかを判断するため

に実施するものです。

そのテーマについて、本人に責任のない事項や本来自由であるべき事項を、直接または間接的に書か

せていないか十分留意する必要があります。たとえば、「私の家庭」「私の生い立ち」など本人の家庭環境に

関するテーマや「尊敬する人物」など本人の思想・信条に関わるテーマを書かせている場合がありますが、

応募者の家族状況や思想・信条を知ることになり、就職差別につながるおそれがありますので、これらのテ

ーマは出題しないよう留意する必要があります。

また、応募者にとって「書きづらいもの」「他人に言いたくないこと」あるいは「触れられたくない事項」がありま

す。たとえば、両親を早く亡くした応募者に「家族」について書かせたり、つらく苦しい日々を過ごしてきた人に

「生いたち」を語らせるのは、その人にとってどんな気持ちになるかよく考え、このようなテーマの出題は避けて

ください。

編集のような職務につく場合にはある程度以上の文章力が必要ですが、なかには安易に作文を課したり、

あるいはその人の考え方や家庭状況を調べる手段として用いられている場合があります。こういった選考は、

就職差別につながるおそれがありますので、行わないようにしてください。

□　適性検査の実施時期や方法等が適切かどうか

活用
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（1） 採用選考時における面接とは

採用選考試験の中で、面接は下記①～③のような目的も持ち、もっとも重要な位置を占めています。

したがって、必ず事前に、前掲「Ⅰ-1 的確な採用計画の樹立（p.8）」及び「Ⅲ-1　公正な採用選考の考

え方（p.68）」「Ⅲ-2　選考基準（p.69）」の内容をもう一度チェックしてください。また、統一応募用紙等が策

定された背景（p.119参照）を認識いただき、「職業安定法」並びに「職業安定法に基づく厚生労働大臣指

針」（p.122～134参照)について厳守してください。

（1） 適性検査は専門的知識を有する人が実施

適性検査には、その測定しようとする目的によりいろいろなものがありますが、目的に合った種類の検査

を、定められた正しい方法で行い、結果の判定やその活用については専門的知識や経験を有する人が行う

ことが、絶対の要件です。

（2） 適性検査の実施時期や方法等の確認を

選考開始時期（新規高卒予定者の場合9月16日）より前に適性検査を実施することは事前選考となりま

すので、選考開始時期以降に実施してください。

なお、インターネット上で適性検査を実施する場合も同様です。

また、生徒や学校に実施方法等を十分に周知したうえ、公平性が確保される環境の下で実施するよう

配慮してください。

（3） 基本的人権を尊重する配慮を

適性検査は、職業指導における適職判断や職場配置あるいは職場適応における参考データを得るため

活用するものです。検査による選考基準には、合理的な実証データを必要とします。

経営方針をはじめ、企業活動、労務管理、職場環境等どれひとつをとっても企業によっていろいろ差異が

あり、そのなかで、一定以上の能力が発揮できるかどうかということを予見することは極めて難しいことです。

社員の人事考課であれば、そこに一定期間の実績というものがありますし、若干の誤差があったとしても、次

の考課で是正することも可能です。しかし、採用選考の場合にはそうではなく、やり直しがきかないという性質

があります。

適性検査を実施する場合は、以上のことを十分勘案して実施してください。このような配慮が、相手の基本

的人権を尊重するものであり、差別のない公正な採用選考に通じると言えます。
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（1） 採用選考時における面接とは

採用選考試験の中で、面接は下記①～③のような目的も持ち、もっとも重要な位置を占めています。

したがって、必ず事前に、前掲「Ⅰ-1 的確な採用計画の樹立（p.8）」及び「Ⅲ-1　公正な採用選考の考

え方（p.68）」「Ⅲ-2　選考基準（p.69）」の内容をもう一度チェックしてください。また、統一応募用紙等が策

定された背景（p.119参照）を認識いただき、「職業安定法」並びに「職業安定法に基づく厚生労働大臣指

針」（p.122～134参照)について厳守してください。

（1） 適性検査は専門的知識を有する人が実施

適性検査には、その測定しようとする目的によりいろいろなものがありますが、目的に合った種類の検査

を、定められた正しい方法で行い、結果の判定やその活用については専門的知識や経験を有する人が行う

ことが、絶対の要件です。

（2） 適性検査の実施時期や方法等の確認を

選考開始時期（新規高卒予定者の場合9月16日）より前に適性検査を実施することは事前選考となりま

すので、選考開始時期以降に実施してください。

なお、インターネット上で適性検査を実施する場合も同様です。

また、生徒や学校に実施方法等を十分に周知したうえ、公平性が確保される環境の下で実施するよう

配慮してください。

（3） 基本的人権を尊重する配慮を

適性検査は、職業指導における適職判断や職場配置あるいは職場適応における参考データを得るため

活用するものです。検査による選考基準には、合理的な実証データを必要とします。

経営方針をはじめ、企業活動、労務管理、職場環境等どれひとつをとっても企業によっていろいろ差異が

あり、そのなかで、一定以上の能力が発揮できるかどうかということを予見することは極めて難しいことです。

社員の人事考課であれば、そこに一定期間の実績というものがありますし、若干の誤差があったとしても、次

の考課で是正することも可能です。しかし、採用選考の場合にはそうではなく、やり直しがきかないという性質

があります。

適性検査を実施する場合は、以上のことを十分勘案して実施してください。このような配慮が、相手の基本

的人権を尊重するものであり、差別のない公正な採用選考に通じると言えます。

してください。

、リラックス
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質問内容については、就職差別につながるおそれのある質問をしないよう、面接担当者全員で事前に十

分検討しておく必要があります。

「本人に責任のない事項」「本来自由であるべき事項」は就職差別につながるおそれがあるので質問しな

いようにし、職務遂行のための応募者の適性・能力の判定に必要な項目に限ることが大切です。

例えば、「家族状況や家庭環境」を聞いた場合、このこと自体、本人に責任のない事項であるとともに、応

募者によって答えにくい場合があり、結果的に応募者を精神的に苦しめ、その心理的打撃は面接態度に表

れる場合があります。

また、このような応募者の言動から受ける印象によって、心理的打撃を受けた人と受けなかった人を比較

し、採否決定の判断材料とすることにつながり、公正な選考とは言えなくなってきます。

このように、面接の流れの中でうっかり聞いた事柄の中にも、応募者を傷つけ、また、応募者の人権を侵害

することがあります。 したがって質問の内容は、面接の目的や基準に照らして、あらかじめ統一して決めて

おくことが必要です。また、「面接マニュアル」を作り、事前に面接担当者全員で学習することが大切です。

面接は流動的で一過性的な性格を持っているため、面接の過程を統制することについては、筆記試験以

上の事前の十分な準備や基準の明確化が必要です。

自信・姿勢などを判断します。

早朝からお疲れさまでした。

か。

か。

か。

か。

か。

か。

ね。

ね。
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質問内容については、就職差別につながるおそれのある質問をしないよう、面接担当者全員で事前に十

分検討しておく必要があります。

「本人に責任のない事項」「本来自由であるべき事項」は就職差別につながるおそれがあるので質問しな

いようにし、職務遂行のための応募者の適性・能力の判定に必要な項目に限ることが大切です。

例えば、「家族状況や家庭環境」を聞いた場合、このこと自体、本人に責任のない事項であるとともに、応

募者によって答えにくい場合があり、結果的に応募者を精神的に苦しめ、その心理的打撃は面接態度に表

れる場合があります。

また、このような応募者の言動から受ける印象によって、心理的打撃を受けた人と受けなかった人を比較

し、採否決定の判断材料とすることにつながり、公正な選考とは言えなくなってきます。

このように、面接の流れの中でうっかり聞いた事柄の中にも、応募者を傷つけ、また、応募者の人権を侵害

することがあります。 したがって質問の内容は、面接の目的や基準に照らして、あらかじめ統一して決めて

おくことが必要です。また、「面接マニュアル」を作り、事前に面接担当者全員で学習することが大切です。

面接は流動的で一過性的な性格を持っているため、面接の過程を統制することについては、筆記試験以

上の事前の十分な準備や基準の明確化が必要です。

自信・姿勢などを判断します。

早朝からお疲れさまでした。

か。

か。

か。

か。

か。

か。

ね。

ね。

 本人に責任のない事項    本来自由であるべき事項 

①国籍・本籍・出生地に関すること ⑤宗教に関すること 

②家族に関すること（職業、続柄、健 ⑥支持政党に関すること 

康、地位、学歴、収入、資産など） ⑦人生観・生活信条などに関すること 

③住宅状況に関すること（間取り、部 ⑧尊敬する人物に関すること 

屋数、住宅の種類、近隣の施設など） ⑨思想に関すること 

④生活環境・家庭環境などに関すること 

 

 ⑪購読新聞・雑誌・愛読書などに関すること 

お疲れさまでした。

。

⑩「労働組合（加入状況や活動歴など）」・

「学生運動など社会運動」に関すること

（例） □　あなたの得意とする学科（科目）は何ですか。

 □　あなたのセールスポイントはどんなところだと思いますか。

 □　初対面の人の顔を覚えるのは早いほうですか。

 □　会社や家庭を訪問し、契約を取ったり、品物を販売するような場合、初対面の人と話をすること

が苦にはなりませんか。

 □　仕事は、立って（座って）することが多くなりますが、大丈夫ですか。

 □　細かい数字を計算したりすることが多いですが、数字の扱いには自信がありますか。

 □　何か特技・資格はお持ちですか。(特技・資格がある場合には、種類や取得時期などについて

質問します。)

 □　専門的職業、技能工への応募者の場合には、その職務についての専門的な質問をします。

（例） □　１カ月に○時間くらい残業がありますがよろしいですか。

 □　１カ月に○日くらい出張がありますがよろしいですか。

 □　府内・府外の営業所へ転勤することがありますが、よろしいですか。

 □　３交替制のため勤務時間が不規則になりますが、大丈夫ですか。

 □　当社の寮は○○にありますが、入寮を希望されますか。

 □　こちらからお尋ねすることは以上ですが、何か質問又は当社に入社された場合、希望・条件な

どがありますか。
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①　国籍・本籍・出生地に関する質問

②　家族（

国籍（本籍地）

地位・収入・資産）に関する質問

国籍や本籍を質問することは、同和関係者や在日韓国・朝鮮人、特定の国籍の人たちを採用選考
から排除してしまうことになりかねず、結果的に就職差別につながるおそれがあります。

。

。

。

。

。

。

。

。

。

。

。

。

③　　　

。

。

。

。

。

。

あなたの家は国道○○号線（○○駅）のどちら側ですか。

あなたの家の不動産（田畑、山林、土地）はどれくらいありますか。

奨学金を受けていましたか。

。

。

。

。

は選考に用いないことを一言伝え、それ以上話を深めることがないようにしてください。
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①　国籍・本籍・出生地に関する質問

②　家族（

国籍（本籍地）

地位・収入・資産）に関する質問

国籍や本籍を質問することは、同和関係者や在日韓国・朝鮮人、特定の国籍の人たちを採用選考
から排除してしまうことになりかねず、結果的に就職差別につながるおそれがあります。

。

。

。

。

。

。

。

。

。

。

。

。

③　　　

。

。

。

。

。

。

あなたの家は国道○○号線（○○駅）のどちら側ですか。

あなたの家の不動産（田畑、山林、土地）はどれくらいありますか。

奨学金を受けていましたか。

。

。

。

。

は選考に用いないことを一言伝え、それ以上話を深めることがないようにしてください。 ④ 等

⑤

住宅環境や家庭の状況を聞くことは、地域や家庭の生活水準等を推測することになり、面接者の主

観的判断に属する事柄です。これは本人の努力によって解決できない問題を採否決定の基準とするこ

とになり、そこに予断と偏見が働くおそれもあります。

思想・信条や宗教、支持する政党、人生観などは、信教の自由、思想・信条の自由など、憲法で保障

されている個人の自由権に属する事柄です。それを採用選考に持ち込むことは、基本的人権の侵害で

あり、厳に慎むべきことです。

。

。

。

。

。

。

。

。

。

。

。

。

。

。

。

。

。

。

。
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□　外見のみによる個人的な好悪に左右されない

自社
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□　外見のみによる個人的な好悪に左右されない

自社

A

B

C

A

B

C

A

B

C

A

B

C
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（一例）
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（一例）

p.94〜95

システムの

のための

応募者の基本的人権を尊重した公正な採用選考が行われるように、新規学校卒業者については統一

応募書類、その他一般求職者等については本人の適性、能力に関係ない事項を含まない応募書類の使

用の徹底を図り、本籍地、家族の職業、思想・信条等の就職差別につながる事項の排除に努めていると

ころです。（ｐ.119）

用いる

労働環境課

をお願いします。

ま

お

それも含んでいます。

平成 18（2006）

平成 17（2005）
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公正採用・雇用促進会議に報告された問題事象の事例

（参考）公正採用・雇用促進会議
公正採用・雇用促進会議の前身である同和地区出身者雇用促進会議は、同和地区出身者の就職の機

会均等を完全に保障し、安定した雇用促進を図るため、雇用主その他の関係者に対する指導及び啓発

に関する事項を協議することを目的として昭和46（1971）年１月に発足しました。

しかし、人権施策、労働施策を取り巻く諸情勢の変化に対応する必要があることから、平成14（2002）

年４月より、「公正採用・雇用促進会議」として、今までの成果を継承するとともに、従来の雇用に関

する実態把握に加えて本来的機能である研究協議機能（研究部会を新設）及び情報発信機能を充実・

強化させるため、次の事項が協議されることになりました。

⑴公正な採用選考についての啓発等に関すること

⑵受験報告等採用選考にかかる実態の把握に関すること

⑶公正な採用選考に関する調査研究に関すること

⑷その他就職の機会均等を確保し、安定した雇用を促進するために必要と認められること

※各事例については、一部内容を抜粋しているほか、同種の複数事例を統合するなどの加工を行って

います。

事例１

【概要】

応募書類として、「住民票」「健康診断書」の提出を求められた。

【本件への対応】

・ハローワークが事実確認を行ったところ、事業所は指摘の内容を認め、「住民票」は履歴書に記

載された住所を確認するため、「健康診断書」は業務が立ち仕事になるため、と説明した。

また、新規高卒者の応募に関して不慣れなため提出を求めた、との説明もあった。

・ハローワークは、「住民票」については、採用選考の段階では必要性のない事項の把握であり、

内定または入社後に必要に応じて「住民票記載事項証明」等で確認すればよいこと、「健康診断

書」については、業務の遂行に当たり真に必要であるかを十分に検討し、そのことを応募者に説

明の上で、必要最低限の内容のみを確認すること、を指導した。

また、公正な採用選考については、新規高卒者のみならず、全ての応募者に対して実施すべき取

組であることも併せて指導した。

・事業所は、今後は全ての応募者に対し「住民票」「健康診断書」の提出は求めないこと、公正な

採用選考の考え方を理解し、再発防止に向け社内で徹底していくと回答した。
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公正採用・雇用促進会議に報告された問題事象の事例

（参考）公正採用・雇用促進会議
公正採用・雇用促進会議の前身である同和地区出身者雇用促進会議は、同和地区出身者の就職の機

会均等を完全に保障し、安定した雇用促進を図るため、雇用主その他の関係者に対する指導及び啓発

に関する事項を協議することを目的として昭和46（1971）年１月に発足しました。

しかし、人権施策、労働施策を取り巻く諸情勢の変化に対応する必要があることから、平成14（2002）

年４月より、「公正採用・雇用促進会議」として、今までの成果を継承するとともに、従来の雇用に関

する実態把握に加えて本来的機能である研究協議機能（研究部会を新設）及び情報発信機能を充実・

強化させるため、次の事項が協議されることになりました。

⑴公正な採用選考についての啓発等に関すること

⑵受験報告等採用選考にかかる実態の把握に関すること

⑶公正な採用選考に関する調査研究に関すること

⑷その他就職の機会均等を確保し、安定した雇用を促進するために必要と認められること

※各事例については、一部内容を抜粋しているほか、同種の複数事例を統合するなどの加工を行って

います。

事例１

【概要】

応募書類として、「住民票」「健康診断書」の提出を求められた。

【本件への対応】

・ハローワークが事実確認を行ったところ、事業所は指摘の内容を認め、「住民票」は履歴書に記

載された住所を確認するため、「健康診断書」は業務が立ち仕事になるため、と説明した。

また、新規高卒者の応募に関して不慣れなため提出を求めた、との説明もあった。

・ハローワークは、「住民票」については、採用選考の段階では必要性のない事項の把握であり、

内定または入社後に必要に応じて「住民票記載事項証明」等で確認すればよいこと、「健康診断

書」については、業務の遂行に当たり真に必要であるかを十分に検討し、そのことを応募者に説

明の上で、必要最低限の内容のみを確認すること、を指導した。

また、公正な採用選考については、新規高卒者のみならず、全ての応募者に対して実施すべき取

組であることも併せて指導した。

・事業所は、今後は全ての応募者に対し「住民票」「健康診断書」の提出は求めないこと、公正な

採用選考の考え方を理解し、再発防止に向け社内で徹底していくと回答した。

事例２

【概要】

採用面接時に、「家族構成」「家族の職業」に関する質問がなされた。

【本件への対応】

・ハローワークが事実確認を行ったところ、事業所は指摘の内容を認め、志望動機を質問したが、

その回答として応募者から家族への言及があり、それをきっかけに掘り下げるかたちで質問して

しまった、と説明した。

・ハローワークは、家族に関する質問は本人に責任のない事項であり、適性と能力による選考には

不要な情報であること、差別の意図はなくても、選考時に把握することで予断が生じ、判断に影

響を及ぼす恐れもあることから、たとえ応募者から話題が出た場合でも、決して掘り下げて質問

を行わないよう指導した。

・事業所は、人事担当をはじめ面接に携わる者全ての間で情報共有し、公正採用選考の遵守を徹底

すると回答した。

事例３

【概要】

採用面接時に、「出生地」「家族構成」に関する質問がなされた。

【本件への対応】

・ハローワークが事実確認を行ったところ、事業所は指摘の内容を認め、遠方からの応募者が珍し

く、また通勤や寮の確保が気になり質問してしまった、と説明した。

・ハローワークは、通勤や寮の確保の観点であれば、そのことのみを説明のうえ確認すればよく、

出生地や家族に関する質問まで行う必要性はないことを指摘し、それらは業務を遂行するうえで

何ら関係なく、もしそのような質問の回答で採否が判断されてしまえば、公正な採用選考の考え

に反すると指導した。

・事業所は、社内で公正採用選考の考えを共有し、再発防止を図ると回答した。
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事例４

【概要】

採用面接時に、「○○市のどの辺りか」「最寄駅は」という質問がなされた。

【本件への対応】

・ハローワークが事実確認を行ったところ、事業所は指摘の内容を認め、面接官がその辺りの地理

を理解していたこともあり、面接の導入の雑談として質問してしまった、と説明した。

・ハローワークは、このような質問は住宅周辺の生活環境等を把握することにつながり、部落差別

をはじめとした就職差別を根絶させるため取り組んできている公正採用選考の趣旨に反すると

指導した。

・事業所は、公正採用選考についての認識がまだ甘かった、今回の件を踏まえ面接マニュアルを作

成し、雑談とはいえ不適切な質問を行わないように取り組んでいく、と回答した。

事例５

【概要】

採用面接時に「尊敬する人物」「愛読書」に関する質問がなされた。

【本件への対応】

・ハローワークが事実確認を行ったところ、事業所は指摘の内容を認め、「尊敬する人物」は学校

生活や部活動の話題をする中で、目標とする先生や先輩のことを確認したかった、「愛読書」は

趣味が読書と記載されていたため、どのような本を読んでいるか気になった、と説明した。

また、当日に面接官が変更したこともあり、質問した者の経験が浅かった、との説明もあった。

・ハローワークは、「尊敬する人物」「愛読書」は応募者の職業適性や能力に何ら関係のない自由で

あるべき事項であり、就職差別につながる恐れがあるため、差別的な意図でなくても質問しては

ならないこと、面接前の打合せや研修は、採用選考を担当する可能性がある全ての者に実施する

必要があることを指導した。

・事業所は、面接前の打合せや人事担当者への研修体制を徹底し、事業所全体として人権全般の意

識を高めていく、と回答した。
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事例４

【概要】

採用面接時に、「○○市のどの辺りか」「最寄駅は」という質問がなされた。

【本件への対応】

・ハローワークが事実確認を行ったところ、事業所は指摘の内容を認め、面接官がその辺りの地理

を理解していたこともあり、面接の導入の雑談として質問してしまった、と説明した。

・ハローワークは、このような質問は住宅周辺の生活環境等を把握することにつながり、部落差別

をはじめとした就職差別を根絶させるため取り組んできている公正採用選考の趣旨に反すると

指導した。

・事業所は、公正採用選考についての認識がまだ甘かった、今回の件を踏まえ面接マニュアルを作

成し、雑談とはいえ不適切な質問を行わないように取り組んでいく、と回答した。

事例５

【概要】

採用面接時に「尊敬する人物」「愛読書」に関する質問がなされた。

【本件への対応】

・ハローワークが事実確認を行ったところ、事業所は指摘の内容を認め、「尊敬する人物」は学校

生活や部活動の話題をする中で、目標とする先生や先輩のことを確認したかった、「愛読書」は

趣味が読書と記載されていたため、どのような本を読んでいるか気になった、と説明した。

また、当日に面接官が変更したこともあり、質問した者の経験が浅かった、との説明もあった。

・ハローワークは、「尊敬する人物」「愛読書」は応募者の職業適性や能力に何ら関係のない自由で

あるべき事項であり、就職差別につながる恐れがあるため、差別的な意図でなくても質問しては

ならないこと、面接前の打合せや研修は、採用選考を担当する可能性がある全ての者に実施する

必要があることを指導した。

・事業所は、面接前の打合せや人事担当者への研修体制を徹底し、事業所全体として人権全般の意

識を高めていく、と回答した。

◎「求職者」 と「採用を行う企業」では、圧倒的に力の差がある。

◎悪意をもって聞くことは論外であっても、「つい聞いてしまった」場合でも求職者の心を傷つけて

しまうことがある。

◎求人募集時、面接時、内定後の対応を誤ることで、結果的に企業としての信頼を失うことにもな

りかねない。

各事象におけるポイント

事例６

【概要】

採用面接時に「奨学金の借入有無・金額」に関する質問がなされた。

【本件への対応】

・ハローワークが事実確認を行ったところ、事業所は指摘の内容を認め、最近は社員から奨学金の

返済について相談を受けることもあり、話題ともなることから、つい質問してしまった、と説明

した。

・ハローワークは、奨学金を確認することは家庭の資産や生活状況を確認することにつながり、応

募者の適性と能力に関係なく、就職差別につながる恐れがあることから質問してはならないと指

導した。

・事業所は、今回の件を含め、改めて公正採用選考の全般について社内で周知し、今後このような

ことが無いよう徹底する、と回答した。
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　労働者募集広告の直接頒布又は求人広告関係事業主に広告の掲載を申し込む場合、ならびに公共
職業安定所や職業紹介事業者に求人を申し込む場合には、従事すべき業務の内容及び賃金、労働時
間、その他の労働条件をできる限り具体的に表示してください。
　□労働者が従事すべき業務の内容
　□労働契約の期間
　□試用期間の有無、試用期間がある時はその期間
　□就業場所
　□始業及び終業の時刻、所定労働時間を超える労働の有無、休憩時間、休日
　　（裁量労働制が適用されることとなる場合にはその旨）
　□賃金（賃金形態、基本給、定額的に支払われる手当、通勤手当、昇給に関する事項等）
　　※いわゆる「固定残業代」が支払われる場合には、以下の事項についても明示が必要
　　・固定残業代の算定の基礎として設定する労働時間数（固定残業時間）及び金額
　　・固定残業代を除いた基本給の額
　　・固定残業時間を超える時間外労働、休日労働、深夜労働分についての割増賃金を追加で支払
　　　う旨
　□健康保険、厚生年金、労災保険、雇用保険の適用に関する事項
　□労働者を雇用しようとする者の氏名または名称
　□労働者を派遣労働者として雇用しようとする場合には、その旨
　□就業の場所における受動喫煙を防止するための措置に関する事項
※試用期間中と試用期間終了後の従事すべき業務の内容が異なる時には、それぞれの従事すべき業
務の内容を示さなければなりません。

※求人者、募集主は、それぞれ求職者及び募集に応じて労働者となろうとする者と労働契約を締結
する場合に、すでに明示した労働条件を変更、特定、削除、追加する場合には、求職者等に対し
て、労働契約を締結する前に変更内容等の明示をしなければなりません。

採否の結果は速やかに通知しなければなりませんが、「否」とした場合には、本人や学校からその理由を聞

かれた際に、明確な答えができるように整理しておくことが必要です。また、応募者の立場にも十分配慮し、

今後の就職先の選定等について参考になることがあれば、アドバイスをお願いします。

また、不採用者の個人情報など、採用業務の上で必要でなくなった情報については、写しも含め、その時

点で返却、破棄または削除を適切かつ確実に行うことが求められます。（「個人情報の保護に関する法律

（p.183参照）

従って求職者から提出された履歴書等の書類自体については、法的に返還義務はありませんが、応募者

から個人情報保護の信頼を得るためにも、本人に返還することが望ましいと言えます。

※中学高校卒業予定者への採否結果の通知の事務処理の流れについては、p.18、p.21参照
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　労働者募集広告の直接頒布又は求人広告関係事業主に広告の掲載を申し込む場合、ならびに公共
職業安定所や職業紹介事業者に求人を申し込む場合には、従事すべき業務の内容及び賃金、労働時
間、その他の労働条件をできる限り具体的に表示してください。
　□労働者が従事すべき業務の内容
　□労働契約の期間
　□試用期間の有無、試用期間がある時はその期間
　□就業場所
　□始業及び終業の時刻、所定労働時間を超える労働の有無、休憩時間、休日
　　（裁量労働制が適用されることとなる場合にはその旨）
　□賃金（賃金形態、基本給、定額的に支払われる手当、通勤手当、昇給に関する事項等）
　　※いわゆる「固定残業代」が支払われる場合には、以下の事項についても明示が必要
　　・固定残業代の算定の基礎として設定する労働時間数（固定残業時間）及び金額
　　・固定残業代を除いた基本給の額
　　・固定残業時間を超える時間外労働、休日労働、深夜労働分についての割増賃金を追加で支払
　　　う旨
　□健康保険、厚生年金、労災保険、雇用保険の適用に関する事項
　□労働者を雇用しようとする者の氏名または名称
　□労働者を派遣労働者として雇用しようとする場合には、その旨
　□就業の場所における受動喫煙を防止するための措置に関する事項
※試用期間中と試用期間終了後の従事すべき業務の内容が異なる時には、それぞれの従事すべき業
務の内容を示さなければなりません。

※求人者、募集主は、それぞれ求職者及び募集に応じて労働者となろうとする者と労働契約を締結
する場合に、すでに明示した労働条件を変更、特定、削除、追加する場合には、求職者等に対し
て、労働契約を締結する前に変更内容等の明示をしなければなりません。

採否の結果は速やかに通知しなければなりませんが、「否」とした場合には、本人や学校からその理由を聞

かれた際に、明確な答えができるように整理しておくことが必要です。また、応募者の立場にも十分配慮し、

今後の就職先の選定等について参考になることがあれば、アドバイスをお願いします。

また、不採用者の個人情報など、採用業務の上で必要でなくなった情報については、写しも含め、その時

点で返却、破棄または削除を適切かつ確実に行うことが求められます。（「個人情報の保護に関する法律

（p.183参照）

従って求職者から提出された履歴書等の書類自体については、法的に返還義務はありませんが、応募者

から個人情報保護の信頼を得るためにも、本人に返還することが望ましいと言えます。

※中学高校卒業予定者への採否結果の通知の事務処理の流れについては、p.18、p.21参照

には、

(p.127～134参照)

職業安定法

者

法律についてのガイドライン

　従って求職者から提出された履歴書等の書類自体については、法的に返還義務はありませんが、応募者

からの個人情報保護の信頼を得るためにも、本人に返還することが望ましいと言えます。

第5条の5　公共職業安定所、特定地方公共団体、職業紹介事業者及び求人者、労働者の募集を行う者及
び募集受託者、特定募集情報等提供事業者並びに労働者供給事業者及び労働者供給を受けようとする者(次
項において「公共職業安定所等」という。)は、それぞれ、その業務に関し、求職者、募集に応じて労働者
になろうとする者又は供給される労働者の個人情報（以下この条において「求職者等の個人情報」という。）を
収集し、保管し、又は使用するに当たっては、その業務の目的の達成に必要な範囲内で、厚生労働省令
で定めるところにより、当該目定を明らかにして求職者等の個人情報を収集し、並びに当該収集の目的
の範囲内でこれを保管し、及び使用しなければならない。
ただし、本人の同意がある場合その他正当な事由がある場合は、この限りではない。（以下略）

　平成17（2005）年４月に個人情報保護法が全面施行され、平成27（2015）年９月には改正個人情報

保護法が公布、平成29（2017）年５月に施行され、それに伴いガイドラインも改正されています。

　このガイドラインにより、「個人情報」とは個人に関する情報で特定の個人を識別することができ

るものが該当し、具体的には氏名、住所、性別、生年月日等だけでなく身体、財産、職種、肩書等の

属性に関する情報等も含まれます。また、法律の改正により、不当な差別や偏見その他の不利益が生

じないように取扱いに特に配慮を要するものとして、「要配慮個人情報」が定められています。

（ｐ.166を参照）

　個人情報取扱事業者（使用者等）は、個人情報を取り扱うにあたっては、利用目的に必要な範囲内

に限られ、そのためには本人（労働者・応募者等）からみて、その個人情報の利用された結果が合理

的に想定できる程度に、具体的・個別的に特定しなければならないことになっています。また、要配

慮個人情報を取得する場合には、あらかじめ本人の同意を得なければなりません。従って、能力・適

性等の採用選考の判断とは関係のない個人情報を質問また収集することは個人情報保護法の観点から

も問題となり、より厳正な取扱いが求められます。

〔不採用となった者の履歴書の取扱い〕
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「近畿高等学校統一応募用紙」

「厚生労働省履歴書様式例」又は本人の適性、能力に関係ない事項を含まない応募書類（参考）一般求職者

＊≪男女雇用機会均等法に違反する就職情報の提供≫

の募集。

（ハローワーク）では、特に

このチェックリストは採用業務の遵守事項として、ご活用下さい。

「会社独自の履歴書」、「インターネット求人におけるエントリーシート」又は「会社説明会の際のアン

ケート」等において、就職差別につながるおそれのある質問項目が設けられていないか？

こと。

条件を設定すること。

□既往症について、面接で質問したり、応募書類やアンケート等で確認していないか？

要性について説明し、理解を得ているか？

また、応募者にその必
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「近畿高等学校統一応募用紙」

「厚生労働省履歴書様式例」又は本人の適性、能力に関係ない事項を含まない応募書類（参考）一般求職者

＊≪男女雇用機会均等法に違反する就職情報の提供≫

の募集。

（ハローワーク）では、特に

このチェックリストは採用業務の遵守事項として、ご活用下さい。

「会社独自の履歴書」、「インターネット求人におけるエントリーシート」又は「会社説明会の際のアン

ケート」等において、就職差別につながるおそれのある質問項目が設けられていないか？

こと。

条件を設定すること。

□既往症について、面接で質問したり、応募書類やアンケート等で確認していないか？

要性について説明し、理解を得ているか？

また、応募者にその必

□予定質問項目、また面接事前アンケート等に、「就職差別につながるおそれのある質問項目（P.81

参照）」が含まれていないか？

　について、事前の意思統一、研修等が行われているか？

④生活環境・家庭環境などに関すること。

⑤～⑪思想・信条などに関すること（宗教、 支持政党、 尊敬する人物、 社会運動、 購読新聞、 愛

読書など）。

（職業、続柄、健康、地位、学歴、収入、資産など）。

（P.81参照）

国籍・本籍・出生地に関すること。

や本籍が記載された住民票
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法的な根拠になる
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法的な根拠になる

事跡

106

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　また、民法改正により令和２年４月１日から保証の限度額が設

定されなければ無効となります。

身

元保証
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本籍地を管轄する

報告・提出

報告・提出
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本籍地を管轄する

報告・提出

報告・提出

178

事業主の皆さまが採用される生徒

絡するよう案内

不安や

企業活動

を活用するなどして、ハロー

ワークに連絡してください。

の様子が変化したことに気付いた場合
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男女が性別に関わりなく、均等に就職機会が保障されるために、男女雇用機会均等法では、労働者

の募集及び採用に係る性別を理由とする差別を禁止し、男女均等な取扱いを求めています。 

 

■第５条（性別を理由とする差別） 
事業主は、労働者の募集及び採用について、その性別にかかわりなく均等な機会を与えなけれ

ばならない。 
■第７条（間接差別） 

事業主は、募集及び採用並びに前条各号に掲げる事項に関する措置であって労働者の性別以外

の事由を要件とするもののうち、措置の要件を満たす男性及び女性の比率その他の事情を勘案し

て実質的に性別を理由とする差別となるおそれがある措置として厚生労働省令で定めるものに

ついては、当該措置の対象となる業務の性質に照らして当該措置の実施が当該業務の遂行上特に

必要である場合、事業の運営の状況に照らして当該措置の実施が雇用管理上特に必要である場合

その他の合理的な理由がある場合でなければ、これを講じてはならない。 
 
以下、募集・採用の各段階において「禁止される差別」のチェック項目を掲載しますので、ここに

あげたチェック項目を参考に、男女差別のない公平な採用選考活動に取り組んでいただきますよう、

お願いいたします。 
 
（１） 採用計画・募集 

①「男性または女性を採用しない」などの方針のもとで採用計画を立てていませんか。 
【違法事例】 
以下のような方針で採用計画を立てる。 
・男性に幹部候補として基幹業務を担当させ、女性に補助業務を担当させる。 
・事務職に女性のみ、営業職に男性のみを採用する。 
・総合職は男性を７名、女性を３名など、男女別の採用人数を決めて採用する。  
・一般職について女性のみを採用する。 

②男性のみまたは女性のみを対象として募集していませんか。 

【違法事例】 
・女性経理職員が退職したため、後任に女性を募集する。 
・男女を対象とした募集であっても、男性または女性のみを採用する目的で実質的に募集の 
対象から男女のいずれかを除外する。 
 例えば：募集要項を男子校または女子校に限って配布すること 

学校に推薦を依頼する際に男性または女性を指定すること  など 

③募集に当たって男女で異なる条件を設けていませんか。 

【違法事例】 
・女性に対してのみ未婚であること、子どもがいないこと、自宅通勤などの条件を付ける。 

男女雇用機会均等法は、募集及び採用について、次のように規定しています 

1 男女雇用機会均等
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④業務に必要もないのに「一定の身長・体重・体力があること」を要件としていませんか。 

【違法事例】 
・荷物を運搬する業務で、すでに運搬等をするための設備や機械等が導入されていて、日常業務

を行う上では筋力は必要ないのに、一定以上の筋力があることを要件とする。 
・出入者のチェックを行う警備員であるのに、身長または体重が一定以上であることを募集の要

件とする。  

⑤業務に必要もないのに「全国転勤に応じられること」を要件としていませんか。 
【違法事例】 
・広域にわたり展開する支店、支社等がなく、かつ、支店、支社等を広域にわたり展開する

計画等もないのに、労働者の募集に当たり全国転勤に応じられることを要件とする。 

（２） 情報提供 

①募集要項や会社案内等の資料の送付に当たって、男女で異なる取扱いをしていませんか。 

【違法事例】 
・資料請求があっても、男女のいずれかにしか募集要項や会社案内等の資料を送付しない。 
・男女いずれかに対してのみ、資料送付時期を遅くする。 
・男性には詳細な募集要項と会社案内を送付し、女性には簡単な募集要項のみを送付する。 
・男女双方に資料を送付しているが、男女のいずれかについては初めから採用しない方針を立て 
て、形式的に資料を送る。 

②募集要項や就職情報誌の求人情報等について、男女のいずれかを表す名称で募集職種を表示し 

たり、男女のいずれかを優遇しているような表現になっていませんか。 

【違法事例】 
・「ウエイター」「○○レディ」 など 
・「男の意欲が勝負」「女性向きの職種」 など 
・男女のいずれかを採用する方針で、写真やイラストにおいて、一方の性に偏った職場を強調す 
る等の表現をすること。 

（３）会社説明会・セミナーの実施 

①会社説明会やセミナーの実施に当たり、男女で異なる取扱いをしていませんか。 

【違法事例】 
・会社説明会等の開催案内の送付や受付の対象を男女のいずれかに限定する。 
・総合職の会社説明会への参加は男性に、一般職の会社説明会への参加は女性に限定する。 
・会社説明会等の実施日を男女別に設け、実施場所を変える、配付資料を変える。 
・男女のいずれかに対してのみ追加的な説明を行う。 

 会社説明会やセミナーにおいて、男女のいずれかを採用する目的で、一方の性の採用について

消極的であると思わせるような説明をすることは、改める必要があります。 
 ・「男性または女性の応募がほとんどです」 
 ・「女性はすぐに辞めるので期待できない」 
・「これは男性がやる仕事だから」    など 
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（４）採用試験 

①採用試験の実施に当たり、男女で異なる取扱いをしていませんか。 

【違法事例】 
・エントリーシートや筆記試験の受付を男女のいずれかに限定している。 
・男性または女性については、自宅通勤可能な者や縁故者など一部の者にしか採用試験を受験さ 
せない。 
・男女のいずれかの採用試験の後に、他方の性の採用試験を実施する。 
・応募用紙の形式が男女で異なっている、男女のいずれかにだけ追加的な応募書類を添付させる。 
・男性の面接は全員二次面接で終了するのに対し、女性については全員三次面接まで行う。  
・女性には実施しない適性検査を男性にだけ実施する。 

②面接における質問等について、男女で異なる取扱いをしていませんか。 

【違法事例】 
・女性にだけ子供が生まれた場合の継続就業意思を質問する、男性にだけ幹部候補となる意欲を 
聞く。 
・面接時に、男女に同じ内容の質問をしていても、男女いずれかを採用する目的で、一方の性に 
ついてのみその回答を採用・不採用の判断要素とする。 

（５） 選考及び内定者の決定 

①「男性または女性は採用しない」との方針のもと、募集及び採用試験を実施し、最終選考の段

階で一方の性を不採用としていませんか。 

【違法事例】 
・形式上、男女同一の採用活動を行うが、選考過程で「男性だから」または「女性だから」とい

う理由で不採用とする。 

②選考に当たって、男女で異なる取扱いをしていませんか。 

【違法事例】 
・男性または女性の選考終了後に、女性または男性を選考する。 
・男女のいずれかに対してのみ選考基準を厳しく設定する。 
・合格基準に達した応募者の中から男女いずれかを優先的に選考する。 
・女性は男性と同一の合格基準に達した上に、更に自宅通勤可能な者といった男性にない条件を 
追加する。 

◎ 男女雇用機会均等法違反とならない場合 

○ 業務の遂行上、一方の性でなければならない職務等 

   次の（１）～（３）に該当する場合に、募集及び採用において性別によって異なる取り扱いをする

ことは、法違反とはなりません。 
ただし（１）、（３）について、法違反とならないかどうかは個別具体的に判断を行う必要があるの

で、大阪労働局雇用環境・均等部指導課にご相談ください。 
（１）次に掲げる職務に従事する労働者に係る場合 

（業務の正常な遂行上、一方の性でなければならない職務に限られます。単に、一方の性に適し

ていると考えられているだけでは該当しません。） 
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（４）採用試験 

①採用試験の実施に当たり、男女で異なる取扱いをしていませんか。 

【違法事例】 
・エントリーシートや筆記試験の受付を男女のいずれかに限定している。 
・男性または女性については、自宅通勤可能な者や縁故者など一部の者にしか採用試験を受験さ 
せない。 
・男女のいずれかの採用試験の後に、他方の性の採用試験を実施する。 
・応募用紙の形式が男女で異なっている、男女のいずれかにだけ追加的な応募書類を添付させる。 
・男性の面接は全員二次面接で終了するのに対し、女性については全員三次面接まで行う。  
・女性には実施しない適性検査を男性にだけ実施する。 

②面接における質問等について、男女で異なる取扱いをしていませんか。 

【違法事例】 
・女性にだけ子供が生まれた場合の継続就業意思を質問する、男性にだけ幹部候補となる意欲を 
聞く。 
・面接時に、男女に同じ内容の質問をしていても、男女いずれかを採用する目的で、一方の性に 
ついてのみその回答を採用・不採用の判断要素とする。 

（５） 選考及び内定者の決定 

①「男性または女性は採用しない」との方針のもと、募集及び採用試験を実施し、最終選考の段

階で一方の性を不採用としていませんか。 

【違法事例】 
・形式上、男女同一の採用活動を行うが、選考過程で「男性だから」または「女性だから」とい

う理由で不採用とする。 

②選考に当たって、男女で異なる取扱いをしていませんか。 

【違法事例】 
・男性または女性の選考終了後に、女性または男性を選考する。 
・男女のいずれかに対してのみ選考基準を厳しく設定する。 
・合格基準に達した応募者の中から男女いずれかを優先的に選考する。 
・女性は男性と同一の合格基準に達した上に、更に自宅通勤可能な者といった男性にない条件を 
追加する。 

◎ 男女雇用機会均等法違反とならない場合 

○ 業務の遂行上、一方の性でなければならない職務等 

   次の（１）～（３）に該当する場合に、募集及び採用において性別によって異なる取り扱いをする

ことは、法違反とはなりません。 
ただし（１）、（３）について、法違反とならないかどうかは個別具体的に判断を行う必要があるの

で、大阪労働局雇用環境・均等部指導課にご相談ください。 
（１）次に掲げる職務に従事する労働者に係る場合 

（業務の正常な遂行上、一方の性でなければならない職務に限られます。単に、一方の性に適し

ていると考えられているだけでは該当しません。） 

① 芸術・芸能の分野における表現の真実性等の要請から男女のいずれかのみに従事させること 
が必要である職務 

     ② 守衛、警備員等のうち防犯上の要請から男性に従事させることが必要である職務 
     ③ ①及び②に掲げるもののほか、宗教上、風紀上、スポーツにおける競技の性質上、その他の

業務の性質上、男女のいずれかのみに従事させることについて①、②と同程度の必要性がある

と認められる職務 
（２）労働基準法第 64 条の２（坑内業務の就業制限）もしくは第 64 条の３第２項（危険有害業務

の就業制限）の規定により女性を就業させることができず、または保健師助産師看護師法第３条

の規定（助産師は女子をいう）により男性を就業させることができないことから、通常の業務を

遂行するために、労働者の性別にかかわりなく均等な機会を与えまたは均等な取扱いをすること

が困難であると認められる場合  
（３）風俗、風習等の相違により男女のいずれかが能力を発揮し難い海外での勤務が必要な場合、そ 

の他特別の事情により労働者の性別にかかわりなく均等な機会を与え、または均等な取扱いをす

ることが困難であると認められる場合 

○ 女性労働者に係る措置に関する特例（男女雇用機会均等法第８条） 
男女の均等な機会・待遇の確保の支障となっている事情を改善するために、事業主が、女性のみを

対象とするまたは女性を有利に取り扱う措置は、法違反とはなりません。 
・ 支障となっている事情とは、過去の女性労働者に対する取扱い等が原因で男女労働者間に事実

上の格差が生じていることをいいます。例えば、一の雇用管理区分において、男性労働者と比較

して、女性労働者が相当程度少ない状況にあることをいい、具体的には、女性労働者の割合が４

割を下回っている場合、格差が存在していると判断されます。 
    ・ 女性のみを対象とする、または女性を有利に取り扱う措置を講じるには、これまでの慣行や固 

定的な男女の役割分担意識が原因で生じている格差を改善することを目的としていることが必 
要です。 
したがって、現に女性労働者の割合が４割を下回っている場合でも、単に女性を優先したい、 

有利に取り扱いたいという意図で女性を配置することは、事業主が雇用の分野における男女の均 
等な機会及び待遇の確保の支障となっている事情を改善することを目的としていないため、法違 
反となります。 
【具体例】 
　女性労働者が男性労働者と比較して４割を下回っている雇用管理区分や役職における募集及び

採用に当たって、  
・募集または採用に係る情報の提供について、女性に有利な取扱いをすること 
・採用の基準を満たす者の中から男性より女性を優先して採用すること    など 

☆ 男女雇用機会均等法についてのお問い合わせは 
大阪労働局雇用環境・均等部指導課 電話 06-6941-8940  FAX 06-6949-6486 
男女雇用機会均等法に関する厚生労働省 HP 
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyoukintou/danjokintou/index.html

― 103 ―



2

、高度専門職、介護、特定技能技術・人文知識・国際業務

外交、公用、教授、芸術、宗教、報道、経営・管理、法律・会計業務、医療、研究、教育、

外国人が日本国内で就労が可能かどうかは、出入国管理及び難民認定法（以下「入管法」という。）で

定められた在留資格の範囲で認められています。その在留資格は、就労の可否によって①～③の３種

類に分けられます。

なお､入管法上不法就労に当たる外国人労働者を雇入れた場合や､業として外国人に不法就労をさ

せたり、あっせんした者は､｢不法就労助長罪」（入管法73条の2:3年以下の懲役もしくは300万円以下の

罰金)により罰せられます｡一方､入管法上の不法就労を行った外国人や不法残留(オーバーステイ)の外

国人に対しても､国外への強制退去や刑罰が科せられます。

※父母等に同伴し「家族滞在」の在留資格で日本に滞在し、日本の義務教育を経て、高等学校を

卒業後に日本での就労を希望する場合、「定住者」又は「特定活動」の在留資格への変更が認め

られることがあります。（下記参照）

※特別永住者の方は、就労活動に制限がありません。

地方出入国在留管理官署

本邦大学卒業者や

それぞれの主な要件は以下のとおりです。
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2

、高度専門職、介護、特定技能技術・人文知識・国際業務

外交、公用、教授、芸術、宗教、報道、経営・管理、法律・会計業務、医療、研究、教育、

外国人が日本国内で就労が可能かどうかは、出入国管理及び難民認定法（以下「入管法」という。）で

定められた在留資格の範囲で認められています。その在留資格は、就労の可否によって①～③の３種

類に分けられます。

なお､入管法上不法就労に当たる外国人労働者を雇入れた場合や､業として外国人に不法就労をさ

せたり、あっせんした者は､｢不法就労助長罪」（入管法73条の2:3年以下の懲役もしくは300万円以下の

罰金)により罰せられます｡一方､入管法上の不法就労を行った外国人や不法残留(オーバーステイ)の外

国人に対しても､国外への強制退去や刑罰が科せられます。

※父母等に同伴し「家族滞在」の在留資格で日本に滞在し、日本の義務教育を経て、高等学校を

卒業後に日本での就労を希望する場合、「定住者」又は「特定活動」の在留資格への変更が認め

られることがあります。（下記参照）

※特別永住者の方は、就労活動に制限がありません。

地方出入国在留管理官署

本邦大学卒業者や

それぞれの主な要件は以下のとおりです。

なお、外国人労働者の雇用管理に関する措置については、労働施策の総合的な推進並びに労働者

の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律（以下「労働施策総合推進法」という。）に基づく「外

国人労働者の雇用管理の改善等に関して事業主が適切に対処するための指針」（p.144～150）により定

まっています。

人権に十分

母国語等

を用いる等
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上記、在留資格等の確認及び雇用状況の届出は、雇入れ時及び離職時等において義務付けられている

ものであり、採用募集・選考段階にまで及ぼすものではありません。

電　話　06-6949-6490　（9:30～17:00：但し12：00～13：00を除く）

所在地　〒540-8527 大阪市中央区大手前 4-1-67　大阪合同庁舎第2号館9階

＊英語、ポルトガル語、中国語、ベトナム語の相談員を配置しています。（英語:月・水・金　ポルトガル語:水・木

中国語:火・水・木・金　ベトナム語:第一木曜・金）曜日は変更になることがありますので、予め上記電話番

号にお問い合せください。

労働施策総合推進法により、事業主は、外国人労働者の雇入れ時及び離職時等には、その在留資格

等（氏名、在留資格、在留期間、在留カード番号、生年月日、性別、国籍・地域等）について確認し、所在

地を管轄するハローワークに届け出ることが義務付けられています。

厚生労働省のホームページには、「外国人労働者向けモデル労働条件通知書（英語、中国語、韓国語、

ポルトガル語、スペイン語、タガログ語、インドネシア語、ベトナム語、クメール語、モンゴル語、ミャンマー語、

ネパール語及びタイ語）」と「労働条件ハンドブック（英語、中国語、ポルトガル語、スペイン語、タガログ語、

ベトナム語、韓国語、インドネシア語、ミャンマー語、ネパール語、タイ語、カンボジア語及びモンゴル語）」が

用意されています（検索エンジンで「厚生労働省　外国人　労働条件」などと検索してください）。

伴う

の

の方 の方

従って、面接時に「国籍・地域」を質問するなどの行為はしないようにしてください。国籍・地域は、本籍地、

宗教、家族の収入などを確認するのと同様に、公正な採用選考や人権上の配慮からも不必要な情報収集で

す。また、面接時に「在留カード（もしくは外国人登録証明書）」等の提示を求めることは適当ではありませ

ん。在留資格等と在留期限の確認は口頭での質問により回答を得る、書面により本人から自己申告してもら

うなど、国籍が記載されている在留カード等を直接確認するのではない方法で行うこととし、採用が決まり次

第、提示を求めるようにしてください。

なお、採用決定後に提示を求める場合には、「外国人雇用状況届出制度」などの趣旨を十分に説明のうえ

確認することとしてください。
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談を行っています。

276令和3（2021）年末現在、

https://jsite.mhlw.go.jp/osaka-foreigner/

在日韓国・朝鮮人の方の雇用については、近年、徐々に改善されているものの、まだ多くの企業で

「顧客や職場内で問題が起きるかもしれない」などの偏見に基づいた理由で、敬遠・排除しようとする傾

向がうかがわれます。

、ベトナム語、ネパール語、ウクライナ語

事業主の方に対する在留資格の変更等の相

44

15.8
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3

　障害者であることを理由に障害者を排除したり、障害者に対してのみ不利な条件とするなど

の差別的取扱いを行っていないか

　職場適応に配慮し、障害者が職場で働くに当たり、能力の発揮の支障となっている事情を

改善するための措置を講じているか

注）

○常用労働者：１年を超えて雇用される者（見込みを含む）であって、１週間の所定労働時間が20時間以上で

ある者をいいます。

○短時間労働者：常用労働者のうち、１週間の所定労働時間が20時間以上30時間未満である者をいいます。

○除 外率制度：一定の業種に属する事業を行う事業所の事業主については、常用労働者の数から除外率に応

じて一定数を除きます。

募集・

募集・ ついて

）止禁の別差るす対に者害障（。んせまりなばれけなし

③  募集・採用に際し、障害者から申し出があった場合には、障害者本人と話し合った上で、支障となっ

　ている事情を改善するための措置を講じてください。（合理的配慮の提供義務）

　　【措置の例】　　・募集内容について音声等で提供すること（視覚障害）

　　・面接を筆談等により行うこと（聴覚・言語障害）　など

対象

※１人未満は切捨て。
※重度身体障害者・重度知的障害者は、人数×２で換算。
※短時間労働者は、人数×０．５で換算。

但し、精神障害者である短時間労働者であって、新規雇入れから３年以内の者、又は精神障害者保健
福祉手帳取得から３年以内の者で、2023年３月31日までに雇入れられた者等については、１人をもっ
て１人とみなす。

事業主区分 法定雇用率 

民間企業 2.3% 

国、地方公共団体等 2.6% 

都道府県等の一定の教育委員会  2.5% 
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民間企業 2.3% 
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④  障害者の採用後は、職場で支障となっている事情の有無を確認し、障害者本人と話し合った上で、

　支障となっている事情を改善するための措置を講じてください。（合理的配慮の提供義務）

　　【措置の例】

　　・机の高さを調節する等、作業を可能にする工夫を行うこと（肢体不自由）

　　・本人の習熟度に応じて業務量を徐々に増やしていくこと（知的障害）

　　・出退勤時刻・休暇・休憩に関し、通院・体調に配慮すること（精神障害ほか）　など

⑤

障害者に対する差別禁止・合理的配慮の提供義務について

　平成 28（2016）年 4月 1日から改正障害者雇用促進法が施行され、“障害者に対する差別禁止・合理

的配慮の提供義務”が導入されました。

○障害者に対する差別の禁止
　募集・採用、賃金、配置、昇進、降格、教育訓練などの各項目において、障害者であることを理由に障

害者を排除したり、障害者に対してのみ不利な条件とするなどの差別的取扱いを禁止するものです。

○合理的配慮の提供義務
　事業主に対して、障害者が職場で働くに当たり、能力の発揮の支障となっている事情を改善するた

めの措置を講ずることを義務付けるものです。

　合理的配慮は、障害者一人ひとりの状態や職場の状況などに応じて求められるものが異なり、多様

で個別性が高いものです。したがって、具体的にどのような措置をとるかについては、障害者と事業主

とでよく話し合った上で決めていただく必要があります。

○相談体制の整備
　事業主は、相談窓口の設置など、障害者からの相談に適切に対応するために必要な体制を整備しな

ければなりません。また、事業主は、障害者に対する差別や合理的配慮の提供に係る事項について、障

害者からの苦情を自主的に解決することが努力義務とされています。

　なお、対象となる障害者は「身体障害、知的障害、精神障害（発達障害を含む）その他の心身の機能に

障害があるため、長期にわたり職業生活に相当の制限を受け、または職業生活を営むことが著しく困

難な者」とされており、障害者手帳を持っている方に限定されません。

詳細につきましては、厚生労働省ホームページをご覧ください。

http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/shougaishakoyou/

shougaisha_h25/index.html

選任及び

しなければなりま

せん。

最寄り

または

従業員を43.5人以上雇用する事業主は、障害者雇用に関する企業内部の責任体制を確立し、障害

のある人に係る実効ある雇用推進措置及び適正な雇用管理を行う等のため、障害者雇用推進者を選

任するよう努めなければなりません。
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聴覚障害のある人等については、職場内におけるコミュニケーション問題を要因として離職されるケースも

みられることから、手話のできる相談員を（公社）大阪聴力障害者協会に配置しています。

。いさだく出し申おに会協者害障力聴阪大）社公（、接直、は方の主業事るれさ望希を等談相

　公益社団法人 大阪聴力障害者協会
　　〒537-0025 大阪市東成区中道1-3-59 大阪府立福祉情報コミュニケーションセンター聴覚障がい支援センター

　　電話　06-6748-0380　FAX 06-6748-0383

　「難病」は治療困難で社会的支障が大きな希少疾病で、平成 27 年 1 月の「難病の患者に対する医療等

に関する法律（難病法）」の施行により、国をあげて治療研究を進めるとともに、患者の医療費負担の軽

減と、患者が治療を継続しながらも社会参加できるような総合的支援を進めることとされている疾病

です。

　令和 3年 11 月現在、338 疾病が「指定難病」とされ約 90 万人が医療費助成の対象となり、また、障害者

総合支援法でも、これらを含む 366 疾病が「難病」とされ障害者福祉サービスの対象となっています。こ

れらにより、安定した最新の治療を受け、日常の自己管理や服薬、通院等を続けながら、就労を含む社会

参加が可能な人たちの増加が見込まれます。

　難病医療の進歩により、難病患者の多くは、仕事内容や就業条件によっては、体調を安定させること

ができ、健常者と変わりなく働ける可能性が高まっています。しかし、その一方で、そのような条件が

整っていないと体調が崩れやすく就労上の困難性も体調により変動しやすいことが特徴となっていま

す。就職後に発病する疾病も多く、同じ職場で働く仲間が難病により休職・入院となった時の職場復帰

支援について、職場での対応を考えておく必要もあります。

（「障害者職業生活相談員資格認定講習テキスト（2022 年度版）」より）

pdf/78.pdf

大阪労働局

18（2006）
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pdf/78.pdf

大阪労働局

18（2006）

独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構　大阪支部

所在地　〒566-0022　摂津市三島1-2-1 ポリテクセンター関西内

高齢・障害者窓口サービス課　TEL 06-7664-0722　FAX 06-7664-0364

高齢・障害者業務課　　　　　TEL 06-7664-0782　FAX 06-7664-0645

【ホームページ：https://www.jeed.go.jp/】
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4  （参考）高年齢者

超高齢社会の到来により、高年齢者の雇用・就業機会の確保・拡大が重要な課題となっています。 

そのためには、企業が年齢にかかわりなく「能力・経験・適性」を採用基準とすることが求められます。 

＜年齢にかかわりない募集・採用を！＞ 

そこで労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律第9条で

は、「労働者の募集・採用について、その年齢にかかわりなく均等な機会を与えなければならない」として、厚生

労働省令で定める例外事由（下記参照）を除き、年齢制限が禁止されています。 

＜高年齢者等の雇用確保と再就職援助を！＞ 

さらに「高年齢者等の雇用の安定等に関する法律(以下「高齢法」という)」では、「高年齢者等の安定した雇用の

確保」と「高年齢者等の再就職援助」が定められています。 

① 高年齢者等の安定した雇用の確保 

ただし、平成25（2013）年3月31日までに、継続雇用の対象者を限定する基準を労使協定で定めていた事業主

は、経過措置として、令和7（2025）年3月31日まで、老齢厚生年金（報酬比例部分）の受給開始年齢（男性の支給

開始年齢に合わせ、男女同一の年齢）に到達した以降の方を対象に、基準を引き続き利用できます。 

また、高齢法の改正により、令和3（2021）年4月から、65歳までの雇用確保の義務に加え、 65歳から70歳までの

就業機会を確保するため、高年齢者就業確保措置として、⑴70歳までの定年引き上げ⑵定年制の廃止⑶70歳ま

での継続雇用制度の導入⑷70歳まで継続的に業務委託契約を締結する制度の導入⑸70歳まで「a.事業主が自

ら実施する社会貢献事業」もしくは、「b.事業主が委託、出資（資金提供）等する団体が行う社会貢献事業」に継続

的に従事できる制度の導入の5つのうち、いずれかの措置を講ずる努力義務が新設されました（70歳までの就業機

会の確保の努力義務）。 

②  高年齢者等の再就職援助 

また、「高齢法」では、解雇、経過措置による継続雇用制度の基準に該当しないことによる離職、その他の事

業主の都合（退職勧奨による離職、解雇・退職事由に該当することにより継続雇用されないことによる離職、解

雇・退職事由と同一の内容である継続雇用しない事由に該当することにより継続雇用されないことによる離職等）

によって離職する45歳以上70歳未満の方が希望する時は、事業主は、その職務の経歴、職業能力等の再就職

に資する事項を記載した書面（求職活動支援書）を作成し、交付しなければならないこととなっています。 

※ 高年齢者の雇用を促進するため、新規雇用に係る各種の助成金や専門家等による無料の相談援助制

度があります。詳しくは、最寄りのハローワークにお問い合わせください。  

例外的に年齢制限を行うことが認められる場合 

【労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律施行規則第１条の３第１項】  
 

１号 定年年齢を上限として、当該上限年齢未満の労働者を期間の定めのない労働契約の対象として募集・
採用する場合 

２号 労働基準法等法令の規定により年齢制限が設けられている場合 
３号のイ 長期勤続によるキャリア形成を図る観点から、若年者等を期間の定めのない労働契約の対象として

募集・採用する場合  
３号のロ 技能・ノウハウの継承の観点から、特定の職種において労働者数が相当程度少ない特定の年齢層

に限定し、かつ、期間の定めのない労働契約の対象として募集・採用する場合 
３号のハ 芸術・芸能の分野における表現の真実性等の要請がある場合 
３号のニ ６０歳以上の高年齢者又は特定の年齢層の雇用を促進する施策（国の施策を活用しようとする場

合に限る。）の対象となる年齢層に限定して募集・採用する場合 
＊なお、例外事由に関する相談・質問等については、最寄りのハローワーク、又は大阪労働局職業安定部

  
 
 

　「高齢法」では、65歳未満定年の定めをしている事業主については、65歳までの定年引上げ、65歳までの継

続雇用制度の導入又は定年制の廃止のいずれかの措置（高年齢者雇用確保措置）を講ずることが義務付け

られています（65歳までの雇用確保の義務）。 

職業安定課(06-4790-6300)にご連絡ください。 
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就業機会を確保するため、高年齢者就業確保措置として、⑴70歳までの定年引き上げ⑵定年制の廃止⑶70歳ま

での継続雇用制度の導入⑷70歳まで継続的に業務委託契約を締結する制度の導入⑸70歳まで「a.事業主が自

ら実施する社会貢献事業」もしくは、「b.事業主が委託、出資（資金提供）等する団体が行う社会貢献事業」に継続

的に従事できる制度の導入の5つのうち、いずれかの措置を講ずる努力義務が新設されました（70歳までの就業機

会の確保の努力義務）。 

②  高年齢者等の再就職援助 

また、「高齢法」では、解雇、経過措置による継続雇用制度の基準に該当しないことによる離職、その他の事

業主の都合（退職勧奨による離職、解雇・退職事由に該当することにより継続雇用されないことによる離職、解

雇・退職事由と同一の内容である継続雇用しない事由に該当することにより継続雇用されないことによる離職等）

によって離職する45歳以上70歳未満の方が希望する時は、事業主は、その職務の経歴、職業能力等の再就職

に資する事項を記載した書面（求職活動支援書）を作成し、交付しなければならないこととなっています。 

※ 高年齢者の雇用を促進するため、新規雇用に係る各種の助成金や専門家等による無料の相談援助制

度があります。詳しくは、最寄りのハローワークにお問い合わせください。  

例外的に年齢制限を行うことが認められる場合 

【労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律施行規則第１条の３第１項】  
 

１号 定年年齢を上限として、当該上限年齢未満の労働者を期間の定めのない労働契約の対象として募集・
採用する場合 

２号 労働基準法等法令の規定により年齢制限が設けられている場合 
３号のイ 長期勤続によるキャリア形成を図る観点から、若年者等を期間の定めのない労働契約の対象として

募集・採用する場合  
３号のロ 技能・ノウハウの継承の観点から、特定の職種において労働者数が相当程度少ない特定の年齢層

に限定し、かつ、期間の定めのない労働契約の対象として募集・採用する場合 
３号のハ 芸術・芸能の分野における表現の真実性等の要請がある場合 
３号のニ ６０歳以上の高年齢者又は特定の年齢層の雇用を促進する施策（国の施策を活用しようとする場

合に限る。）の対象となる年齢層に限定して募集・採用する場合 
＊なお、例外事由に関する相談・質問等については、最寄りのハローワーク、又は大阪労働局職業安定部

  
 
 

　「高齢法」では、65歳未満定年の定めをしている事業主については、65歳までの定年引上げ、65歳までの継

続雇用制度の導入又は定年制の廃止のいずれかの措置（高年齢者雇用確保措置）を講ずることが義務付け

られています（65歳までの雇用確保の義務）。 

職業安定課(06-4790-6300)にご連絡ください。 

5  （参考）

や父子家庭の父

③ハローマザー企業

④ひとり親家庭の就業自立支援事業

　ハローワークに求人を提出いただいている事業所で、「仕事と家庭（子育て、介護など）の両立」に

理解のある企業を「ハローマザー企業」として、大阪マザーズハローワーク等において積極的にＰＲ

を行います。

　ハローマザー企業になっていただくと、大阪マザーズハローワーク施設内およびホームページ等に

おいてご紹介させていただきます。ご提出いただいた求人条件に該当するお仕事探し中の方へ情報

提供し、確実なマッチングが図られるよう支援を行っています。

　●大阪マザーズハローワーク

　　大阪市中央区難波 2－2－ 3（御堂筋グランドビル 4Ｆ）　ＴＥＬ：06-7653-1098

　　ホームページアドレス　https://jsite.mhlw.go.jp/osaka-mother/

雇用事業

一定の条件に該当する求職者をハローワーク又は適正な運用を期することのできる職業紹介事業者

等からの紹介を受けて試行的に、原則３ヶ月雇用することにより、その適性や業務遂行可能性を見極

め、求職者および求人者の相互理解を促進すること等を通じて、これらの者の早期就職の実現や雇用

機会の創出を図ることを目的としています。

母子家庭の母・父子家庭の父・寡婦の方を対象に、生活相談や離婚前後相談、面会交流や養育費

についての相談、ヘルパー派遣、就業支援を行っています。

　●大阪府立母子・父子福祉センター

　　大阪府母子家庭等就業・自立支援センター

　　（指定管理者　社会福祉法人大阪府母子寡婦福祉連合会）

　〒537-0025 大阪市東成区中道1丁目3番59号

　T E L 06-6748-0263

　URL https://www.osakafu-boshiren.jp/
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6　（参考）

トライ

アル 助成

最寄りの 又は大阪労働局助成金セン

ター

数確認され

助成金

助成
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［同和問題の理解のために］

「あの人は同和地区出身だから…」という理由で採用選考から排除することは許されません！！

〇同和問題とは
昭和40（1965）年8月11日、同和対策審議会が内閣総理大臣に対して行った「同和地区に関する社会的及び経済

的諸問題を解決するための基本的方策」についての答申では、「いわゆる同和問題とは、日本社会の歴史的発展の

過程において形成された身分階層構造に基づく差別により、日本国民の一部の集団が経済的・社会的・文化的に低

位の状態におかれ、現代社会においても、なおいちじるしく基本的人権を侵害され、とくに、近代社会の原理として

何人にも保障されている市民的権利と自由を完全に保障されていないという、もっとも深刻にして重大な社会問題で

ある。」と述べられています。

〇同和問題解決への取組み
こうした同和問題の解決を図るため、国は、地方公共団体とともに、昭和44（1969）年以来33年間、特別措置法に

基づき、地域改善の特別対策を行ってきました。その取組みについて、平成8（1996）年5月17日、地域改善対策協

議会会長が内閣総理大臣と関係各大臣に対して行った「同和問題の早期解決に向けた今後の方策の基本的な在

り方について」の意見具申では、「生活環境の改善をはじめとする物的な基盤整備がおおむね完了するなど着実に

成果をあげ、様々な面で存在していた較差は大きく改善された」とする一方、教育の問題、不安定就労の問題、産業

面の問題など較差がなお存在している分野がみられることや、「差別意識は着実に解消へ向けて進んでいるものの

結婚問題を中心に依然として根深く存在している」ことなどが指摘されました。

〇公正採用選考システムの確立に向けた厚生労働省の取組み
また、意見具申では「差別意識の解消を図るに当たっては、これまでの同和教育や啓発活動の中で積み上げられ

てきた成果とこれまでの手法への評価を踏まえ、すべての人の基本的人権を尊重していくための人権教育、人権啓

発として発展的に再構築すべきと考えられる。その中で同和問題を人権問題の重要な柱として捉え、この問題に固

有の経緯等を十分に認識しつつ、国際的な潮流とその取組みを踏まえて積極的に推進すべきである」と述べていま

す。

厚生労働省では、従来、事業所に対し同和関係者の就職の機会均等を図るなどの視点から、本籍、家庭環境、親

の職業など、就職差別につながるおそれのある事項の把握を排除し、応募者の適性・能力のみに基づく公正な採用

選考システムを確立するよう啓発・指導を行ってきましたが、この意見具申等を踏まえ、平成9（1997）年度から人権

教育、人権啓発の事業に再構成して実施しています。

〇同和問題に係る差別の解消に向けて
平成14（2002）年3月には、「人権教育及び人権啓発の推進に関する法律」に基づき策定された基本計画におい

て、厚生労働省は「雇用主に対して就職の機会均等を確保するための公正な採用選考システムの確立が図られる

よう指導・啓発を行う」こととされました。

一方、近年、同和問題を巡っては、情報化の進展に伴ってその差別に関する状況や態様に変化が生じていること

から、全ての国民に基本的人権の享有を保障する日本国憲法の理念にのっとり、同和問題に係る差別は許されな

いものであるという認識の下にこれを解消することが重要な課題となっています。

そのような中、平成28（2016）年12月、「部落差別の解消の推進に関する法律」（P.172）が施行されています。

雇用主の皆様には、改めてこうした経緯等をご理解いただき、採用選考に当たっては本籍・出生地など本人に責

任のない事項を把握しないことや身元調査を実施しないことなど、同和問題に係る差別の解消に向けた公正な採

用選考の実施に一層の取組みをお願いします。

6　（参考）

トライ

アル 助成

最寄りの 又は大阪労働局助成金セン

ター

数確認され

助成金

助成
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■「ＬＧＢＴ」とは？

「ＬＧＢＴ」とは、一般的には、レズビアン（女性同性愛者）・ゲイ（男性同性愛者）・バイセクシャル（両性愛

者）・トランスジェンダー（※下記参照）という性的マイノリティの頭文字を並べたものです。ＬＧＢＴ以外に

も、「Ｘジェンダー」（女性・男性のいずれでもない、女性・男性のいずれでもある、中性、など男女の枠に

とらわれない）や「アセクシャル」（異性も同性も恋愛対象として見ない）などのセクシャリティの方もいると

する様々な考え方もあり、「LGBTQIA＋」などの表現もされるなど性自認や性的指向は多様です。ＬＧＢＴ

当事者という理由だけで採用面接を打ち切ったり、相手に対して不快な態度を示すようなことをしていま

せんか？ＬＧＢＴを理解し、「人を人としてみる」人間尊重の精神、すなわち応募者の基本的人権を尊重

する採用選考をお願いします。

より

「人権教育及び人権啓発の推進に関する法律」

― 117 ―



大阪労働局公正採用選考人権啓発推進員設置要綱 大阪府公正採用選考人権啓発推進員設置要綱

推進員及び補助者を選任（異動）した時は、事業所の所在地を管轄する公共職業安定所長あてに選任（異
動）報告書（p.181）を提出してください。当該報告により、大阪府知事へも報告されたことになります。（提出
をいただいた公共職業安定所より大阪府に連絡をしますので、別途、事業所より大阪府知事あてに選任（異
動）報告書を提出していただく必要はありません。）

p.168、p.169）

まだ

や大

設置されていない事業所にあっては、早急に設置いただき、ハローワークへの報告をお願いします。（設置及

び報告については下記要綱（抜粋）を参照）

阪府が いただきますようお願いします。

（※下記枠外参照） （※下記枠外参照）

※事業として個人情報を取扱う機会の多い労働者派遣事業所、職業紹介事業所等、及び公共性の高い社会福祉法
人、医療法人、学校法人等については、25 人未満の事業所であっても「推進員」の設置をお願いしています。
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167

が求められています。

・ハローワーク

　その後、大阪府労働部（現：商工労働部）や大阪府教育委員会（現：教育庁）などによる「同和地区出身者雇用

が策定されました。

促進会議（現：公正採用・雇用促進会議（ｐ.88参照））をはじめ、

4  公正採用選考の歩み

大阪府等

地区出身者

高等学校
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（※1

を改正施行し、求職者等の個人情報に係る取扱い（第5条の４（現・第5

（p.127〜134）

※1　「部落地名総鑑事件」

　全国の同和地区の地名、所在地、世帯数、職業などが記載された差別図書の存在が昭和50（1975）年11月に

（4）「部落差別の解消の推進に関する法律」の施行と公正採用選考の歩み

このように「公正採用選考の歩み」は、同和問題の解決に向けた取組みの中で進められてきたともいえます。

そのような中、平成28（2016）年12月、「部落差別の解消の推進に関する法律」（p.172）が施行されました。この

法律には、現在もなお部落差別が存在すること、部落差別は許されないものであるとの認識の下に、これを解消す

ることが重要な課題であること、とされています。

今後とも、同和問題をはじめ広く人権課題の解決のために、企業・行政などが協同して、差別につながらない公

正な採用選考システムを確立していくことが必要です。

匿名の投書によって発覚して以降、同種の図書8種類が確認されています。企業を中心に、病院や学校等220を

超える団体が購入していたことがわかり、国会でも取り上げられるなど全国的に大きな社会問題となりました。

　また、平成17（2005）年12月、平成18（2006）年1月にも、大阪市内の興信所において新たに同様の差別図書が

保有されていたことが判明しました。
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2万事業所を超えています。

条の5））を定め、
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